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家
庭
代
表
、優
し
い
座
間
へ
。

　

こ
の
度
第
五
代
座
間
市
長
に

就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

佐
藤
弥
斗
で
す
。
こ
れ
か
ら
は

　

万
人
の
市
民
の
皆
さ
ま
の
代

１３表
に
ふ
さ
わ
し
く
な
れ
る
よ
う

に
精
進
努
力
を
重
ね
、
座
間
市

の
未
来
を
市
民
の
皆
さ
ま
と
共

に
創
り
上
げ
て
い
く
役
目
を
担

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

座
間
市
に
は
誇
れ
る
歴
史
が

多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
幼
年

会
や
郷
学
校
「
誠
志
館
」
、
近

年
で
は
遊
友
ク
ラ
ブ
・
放
課
後

子
ど
も
教
室
な
ど
、
ま
さ
に
地

域
の
方
々
と
共
に
歩
み
続
け
て

い
る
座
間
市
の
教
育
。
米
百
俵

の
精
神
に
込
め
ら
れ
た
通
り
、

教
育
の
拡
充
や
人
材
の
育
成
は

座
間
市
の
未
来
の
た
め
に
重
要

で
す
。
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み

を
大
切
に
し
て
き
た
座
間
市
の

歴
史
を
踏
ま
え
、
そ
の
精
神
を

引
き
継
ぎ
つ
つ
、
こ
の
困
難
な

時
代
を
行
政
の
み
に
留
ま
ら
ず
、

市
民
・
企
業
・
諸
団
体
の
皆
さ

ま
方
と
共
に
着
実
な
歩
み
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、

医
師
会
や
医
療
関
係
者
の
皆
さ

ま
な
ど
と
の
協
議
・
連
携
を
進

め
、
市
民
の
皆
さ
ま
が
安
心
し

て
過
ご
せ
る
体
制
づ
く
り
を
し
、

そ
の
情
報
を
市
民
の
皆
さ
ま
に

向
け
分
か
り
や
す
く
情
報
発
信

し
、
情
報
弱
者
の
皆
さ
ま
へ
の

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得

額
が
一
定
基
準
額
以
下
の
、
年

金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事

務
手
続
き
は
日
本
年
金
機
構（
年

金
事
務
所
）
が
実
施
し
ま
す
。

○
対　

象　

次
の
要
件
を
全
て

満
た
し
て
い
る
方 

【
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方
】

　

　●
 
　

歳
以
上
で
あ
る

６５

　

　●
 

世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民

税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

　

　●
 

前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ

の
他
所
得
額
の
合
計
が　

万
８７

９
９
０
０
円
以
下
で
あ
る 

【
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
】

　

　●
 

前
年
所
得
額
が
４
６
２
万

１
千
円
以
下
で
あ
る

○
請
求
方
法 

【
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
を
請
求
で
き
る
方
】

　
　

対
象
者
に
は
、
日
本
年
金

機
構
が　

月
中
旬
頃
か
ら
請

１０

求
可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
を

送
付
し
ま
す
。
同
封
の
は
が

き
（
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
請
求
書
）
を
記
入
し
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
請
求
書
の
提
出
時
期
に
よ

っ
て
受
け
取
り
開
始
時
期
が

変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
ご
提
出
く
だ

さ
い
。 

【
こ
れ
か
ら
年
金
を
受
給
す

る
方
】

　
　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併

せ
て
年
金
事
務
所
ま
た
は
市

区
町
村
で
請
求
手
続
き
を
し

神奈川県 

広告

　

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
児

童
ホ
ー
ム
の
入
所
を
希
望
す
る

方
の
申
し
込
み
を
次
の
通
り
受

け
付
け
ま
す
。
現
在
入
所
中
ま

た
は
入
所
待
機
中
の
方
も
、
令

和
３
年
４
月
１
日
以
降
の
利
用

を
希
望
す
る
場
合
は
新
た
に
申

し
込
み
が
必
要
で
す
。

○
申
込
期
間　
　

月
２
日（
月
）

１１

〜　

月　

日
（
木
）
（
期
間

１２

１０

厳
守
）

　

※
詳
細
は
下
表
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

○
受
付
場
所　

市
役
所
２
階
子

ど
も
育
成
課（
児
童
ホ
ー
ム
、

保
育
所
、
出
張
所
で
は
受
付

不
可
）

○
申
込
書
類　
　

月　

日（
木
）

１０

１５

か
ら
市
役
所
２
階
子
ど
も
育

成
課
、
各
出
張
所
、
市
内
各

保
育
所
お
よ
び
児
童
ホ
ー
ム

で
配
布
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

※
入
所
の
決
定
は
、
受
付
終
了

後
に
選
考
会
を
行
い
令
和
３
年

２
月
上
旬
に
通
知
予
定
で
す
。

保
育
の
必
要
性
の
高
い
方
か
ら

と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
入
所

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

て
く
だ
さ
い
。

　

※
年
金
の
加
入
状
況
に
よ
っ

て
提
出
先
が
異
な
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先　

　

　●
 

年
金
ダ
イ
ヤ
ル
＝
1
０
５

７
０
（
０
５
）１
１
６
５（
０

５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
は

1
０
３
（
６
７
０
０
）
１
１

６
５
）

　

※
受
け
付
け
は
月
曜
〜
金
曜

日
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５

３０

時　

分
（
祝
・
休
日
を
除
く
。

１５
月
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
、

毎
月
第
２
土
曜
日
は
午
前
９

時　

分
〜
午
後
４
時
）

３０

　

　●
 

厚
木
年
金
事
務
所
＝
1
０

４
６
（
２
２
３
）
７
１
７
１

（
代
表
）

受付時間申込期間

午前８時３０分～
午後５時１５分

１１月２日（月）～２０日（金）、１１
月３０日（月）～１２月１０日（木）（土
曜・日曜日、祝・休日を除く）

午前８時３０分～
午後８時１１月２４日（火）～２７日（金）

午前８時３０分～
正午１１月１４日（土）・２８日（土）

担
当

国
保
年
金
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
0
3
5

5
0
4
6（
2
5
2
）7
0
4
3

担
当

秘
書
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
5
4
4

5
0
4
6（
2
5
5
）3
5
5
0

　

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
市

内
の
保
育
所
な
ど
へ
入
所
を
希

望
す
る
方
の
申
し
込
み
を
次
の

通
り
受
け
付
け
ま
す
。
現
在
入

所
保
留
中
の
方
も
、
新
た
に
申

し
込
み
お
よ
び
見
学
が
必
要
で

す
。

　

市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
市

外
の
保
育
所
な
ど
へ
入
所
を
希

望
す
る
方
は
、
各
自
治
体
へ
お

問
い
合
わ
せ
の
上
（
自
治
体
に

よ
り
申
込
期
限
・
結
果
通
知
時

期
が
異
な
り
ま
す
）
、
期
限
の

７
日
前
ま
で
に
担
当
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
（
閉
庁
日
を
除

く
）
。

○
申
込
期
間　
　

月
２
日（
月
）

１１

〜　

日
（
月
）（
期
間
厳
守
）

３０

　

※
詳
細
は
下
表
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

○
受
付
場
所　

市
役
所
２
階
保

育
課
（
保
育
所
、
児
童
ホ
ー

担
当

保
育
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
2
0
2

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

配
慮
も
含
め
て
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
災
害
時
の
感
染
症

に
応
じ
た
体
制
づ
く
り
や
次
期

総
合
計
画
の
策
定
も
早
急
に
取

り
掛
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
し
、
行
政
課
題
は
山
積
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
を
市
民
・
企
業
・

諸
団
体
の
皆
さ
ま
と
共
有
し
、

解
決
し
て
い
く
地
域
再
生
計
画

の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
、

定
期
的
な
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
な
ど
も
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
に
は
市
民
・
企
業
・
諸

団
体
、
議
員
、
市
職
員
の
皆
さ

ま
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、

皆
さ
ま
に
ご
理
解
い
た
だ
け
る

よ
う
に
努
力
し
続
け
て
ま
い
り

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
期

待
に
添
え
る
よ
う
に
こ
れ
か
ら

も
力
強
く
歩
み
続
け
て
ま
い
り

ま
す
。

ム
、出
張
所
で
は
受
付
不
可
）

○
申
込
書
類　
　

月　

日（
木
）

１０

１５

担
当

子
ど
も
育
成
課

1
0
4
6（
2
5
2
）7
9
6
9

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

か
ら
市
役
所
２
階
保
育
課
、

各
出
張
所
、
各
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
、
市
内
各
保
育
所

お
よ
び
児
童
ホ
ー
ム
で
配
布

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

※
結
果
は
、
受
付
終
了
後
に
選

考
会
を
行
い
令
和
３
年
２
月
上

旬
ま
で
に
通
知
予
定
で
す
。
保

育
の
必
要
性
の
高
い
方
か
ら
と

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
入
所
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受付時間申込期間

午前８時３０分～
午後５時１５分

１１月２日（月）～２０日（金）・３０日（月）
（土曜・日曜日、祝・休日を除く）

午前８時３０分～
午後８時１１月２４日（火）～２７日（金）

午前８時３０分～
正午１１月１４日（土）・２８日（土）
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市
長
就
任
の
ご
あ
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就
任
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ご
あ
い
さ
つ
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児
童
ホ
ー
ム
へ
の
入
所

児
童
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
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年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
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